
地 方 議 会 議 員 年 金 制 度 に 関 す る 意 見 書  

  

市 町 村 議 会 議 員 の 年 金 財 政 は 、 平 成 の 大 合 併 の 大 規 模 か つ 急 速 な 進 展 に よ る 議

員 数 の 減 少 と 受 給 者 数 の 増 加 等 に よ り 急 速 に 悪 化 し 、 平 成 １ ４ 年 度 及 び 平 成 １ ８

年 度 の 二 度 に わ た り 大 幅 な 掛 金 の 引 き 上 げ と 給 付 の 引 き 下 げ が 行 わ れ た 。し か し 、

国 の 責 任 に お い て 措 置 す べ き 合 併 特 例 法 の 規 定 に 基 づ く 激 変 緩 和 措 置 が 不 十 分 で

あ っ た こ と か ら 、 平 成 ２ ３ 年 度 に は 積 立 金 が 枯 渇 し 、 破 綻 が 確 実 視 さ れ て い る 。  

 こ の よ う な 中 、 昨 年 １ ２ 月 に 開 催 さ れ た 国 の 検 討 会 の 最 終 報 告 で は 、 掛 金 の 引

き 上 げ 、 給 付 の 引 き 下 げ を 基 本 と し た 見 直 し 案 と 制 度 の 廃 止 案 と が 検 討 さ れ た も

の の 、 今 後 の あ り 方 に つ い て の 結 論 は 得 ら れ な か っ た 。  

こ の 見 直 し 案 に つ い て は 、 議 員 の 負 担 が 既 に 限 界 に あ る こ と や 、 年 金 が 受 給 者

の 生 活 基 盤 に 必 要 不 可 欠 な 存 在 と な っ て い る こ と な ど を 勘 案 す れ ば 、 到 底 受 け 入

れ ら れ る も の で は な い 。  

 よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 国 策 に よ っ て 推 進 さ れ た 市 町 村 合 併 に 身 を も っ て 協

力 し た 市 町 村 議 会 議 員 の 思 い を 厳 粛 に 受 け と め 、地 方 議 会 議 員 年 金 制 度 に つ い て 、

次 の 事 項 に つ い て 特 段 の 措 置 を 講 じ る こ と を 強 く 要 望 す る 。  

１  市 町 村 合 併 の 影 響 に よ る 年 金 の 財 源 不 足 に つ い て は 国 の 責 任 に お い て 全 額 を

措 置 す る こ と と し 、 こ れ 以 上 の 掛 金 の 引 き 上 げ や 給 付 水 準 の 引 き 下 げ は 行 わ な

い こ と 。  

２  地 方 議 会 議 員 年 金 制 度 を 廃 止 す る 場 合 に は 、 国 会 議 員 互 助 年 金 の 廃 止 の 例 に

な ら い 、 現 行 の 給 付 水 準 で の 年 金 支 給 か 一 時 金 を 選 択 で き る も の と し 、 一 時 金

に つ い て は 受 給 資 格 の 有 無 に か か わ ら ず 掛 金 総 額 の ８ ０ ％ と す る こ と 。  

３  平 成 ２ ３ 年 度 の 制 度 破 綻 に か ん が み 、対 応 策 に つ い て 早 急 に 結 論 を 出 す こ と 。 

 こ こ に 横 浜 市 議 会 は 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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